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実績報告書類のよくある不備事例について 

実績報告書類の中で、蓄電システム出荷証明書（様式８）に関する不備が多く発生しています。 
提出書類に不備があった場合、補助金をお支払できなくなる場合がございます。応募要領・申請の手引きに加え、以下をご留意いただいた上で、実績報告を行ってください。 

2015.8 

１）製造メーカー指定の書類が『保証書』であるパッケージ型番 
メーカー名 パッケージ型番 

株式会社アイエムティ 全て 

株式会社ACR 全て 

株式会社エヌエフ回路設計ブロック 全て 

エリーパワー株式会社 全て 

LS産電Japan株式会社 全て 

株式会社キャプテックス 全て 

京セラ株式会社 全て 

ソニービジネスソリューション株式会社 全て 

田淵電機株式会社 全て 

株式会社中央物産 全て 

メーカー名 パッケージ型番 

長州産業株式会社 全て 

株式会社デンソー 全て 

東芝ＩＴコントロールシステム株式会社 全て 

東芝ライテック株式会社 全て 

ニチコン株式会社 全て 

株式会社日本エーユー・オプトロニクス 全て 

日本電気株式会社(NEC) 全て 

パナソニック株式会社 「LJ」から始まるパッケージ型番 

日立マクセル株式会社 全て 

フォーアールエナジー株式会社 全て 

２）製造メーカー指定の書類が『出荷証明書』であるパッケージ型番 

メーカー名 パッケージ型番 

オムロン株式会社 全て 

株式会社GSユアサ 全て 

シャープ株式会社 全て 

メーカー名 パッケージ型番 

住友電気工業株式会社 全て 

パナソニック株式会社 「PLJ」から始まるパッケージ型番 

※以下のパッケージ型番については、製造メーカーが発行する保証書とは別に出荷証明書が発行されます。保証書が提出された場合、「規定外」の不備となりますのでご注意ください。 

提出前に必ず確認してください 

  発行元が 
  製造メーカーである 

パッケージ型番・製造番号が 
   印字されている 

  全ての必要事項が 
  記入済みである 

   お客様控えである 

蓄電システム 出荷証明書（コピー）【様式８】 対象の 
様式 

設置した蓄電システムの製造メーカーが指定する書類を提出してください。
パッケージ型番毎に提出していただく書類が異なりますので、以下を確認
して提出書類をご用意ください。 
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2015.12 追加 

蓄電システム 領収書（コピー）【様式５】 対象の 
様式 

応募要領P.31に記載の通り、蓄電システムに係る支払いは契約締結後から
実績報告までの間に行ってください。 

交付申請（もしくは補助事業計画変更届）の際にご提出いただいた「蓄電システム購入契約書（交付申請 様式５）」における 
最新の契約日よりも前に、蓄電システムに係る費用の一部または全額を支払っていることが確認できた場合は不備となります。 
※手付金等の一部の機器費用の支払いも、最新の契約日以降に行ってください。 

交付申請 様式５ 
「蓄電システム 購入契約書」 

実績報告 様式５ 
「蓄電システム 領収書」 

例） 
蓄電システムの機器費用の支払い日「○年△月△日」が、 
契約日「○年×月×日」よりも前の日付である場合は不備となります。 

やむを得ず、最新の契約日前に機器費用を支払っている場合は、コールセンターまでご相談ください。 

提出前に必ず確認してください 

   記載されている購入日が 
   最新の契約日以降の日付である 

 蓄電システムに係る費用の   
 完済が確認できる 

  領収書の宛名・発行者・ 
  型番の記載が明確にわかる 

蓄電システム 出荷証明書（コピー）【様式８】 不備の例 
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